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参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 
 
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 
 
令和７年６月２６日 

四国地方整備局 高知河川国道事務所長 渡邊 国広 

 
１．当該招請の主旨  

本業務は、物部川 8.6k～9.6k 付近で予定されている船底型断面河道による改

修予定区間（以下、河道改修区間）を対象とし、河道改修による対象区間上下流

の河床変動予測を踏まえたアユの生息場環境の評価を目的としたものである。 
本業務の実施にあたっては、研究により蓄積された膨大なデータや知見をもと

に、船底型断面河道による河床変動予測のシミュレーションやこれらに基づく

アユの生息場環境の評価・分析に高度な技術力が必要であることから、以下に示

す応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加

意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 
公募の結果、以下に示す応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっ

ては、本業務に必要な要件を有している法人等（以下、「特定法人等」という。）

との契約手続きに移行する。 
なお、以下に示す応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特

定法人等と当該応募者に対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要

請する予定である。 
 
２．業務概要 

１）業 務 名 令和７年度 物部川河道改修影響評価検討業務 

（電子契約対象案件） 

２）業務内容 本業務は、船底型断面河道での河道改修による対象区間上下流の

          河床変動予測を踏まえたアユの生息場環境の評価を行うものであ

                る。 

主な業務内容は、以下のとおりである。 

・河道改修区間上下流の河床変動検討 １式  
・河道改修区間のアユの生息場環境評価 １式  
・レーザードローン、空撮動画・画像を用いた計測技術検討 １式  

３）履行期間 契約締結日の翌日から令和８年３月１９日まで  
４）本業務は、「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者等の手持ち

      業務量の制限等」の試行業務である。 
５）本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システム

      で行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、落札
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      決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式（契約）に代えるものと

      する。 
 

３．応募資格 
参加意思確認書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている単体企業であるこ

 と。 
１）基本的要件 

［１］予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１

    条の規定に該当しない者であること。 
［２］四国地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度一般競

    争（指名競争）参加資格のうち土木関係建設コンサルタント業務の認定を

    受けている者であること。 
［３］参加意思確認書の提出期限の日から見積日までの期間に、四国地方整備

    局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停

    止を受けている者でないこと。 
［４］会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立

    てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

    き再生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開

    始の決定がなされた者を除く。）でないこと。 
［５］警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者

    として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続し

    ている者でないこと。 
［６］技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこ

  と（説明書参照）。なお、本業務に参加意思確認書を提出した者の間に資

  本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全

  ての者を技術提案書の提出者として選定しない。 
２）技術力に関する要件 

・物部川の河川環境、河川工学に関する高度な専門知識を有していること。 
・業務の実施に関して、適切に行うための幅広い知見を有していること。 
・アユの生息場環境及び船底型断面河道に関する高度な専門知識や調査手法

    を有していること。 
・以上の専門知識や知見を踏まえ、以下の能力を有する者であることを確認

    する。 
ア）調査及びその評価・分析の結果の妥当性を適切に判断できる能力。 
イ）河川に関する専門知識を有し、安全性や周辺の環境に配慮しつつ、

コスト縮減に関する提案ができる能力。 
３）業務執行体制に関する要件 

・物部川の河川環境、河川工学に関する高度な専門知識を有するとともに、
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調査実施に関する幅広い知見を有する技術者を配置できること。 
   ・適切な技術的判断やマネジメントが可能な技術者を配置できること。 
      ・アユの生息場環境及び船底型断面河道に関する高度な専門知識や調査手法

 を有する技術者を配置できること。 
 

４． 手続等 
１）担当部局 

〒７８０－８０２３ 高知県高知市六泉寺町９６－７ 

四国地方整備局 高知河川国道事務所 経理課 契約係 

電 話 ０８８－８３３－０１９５（直通） 

２）説明書の交付期間及び交付方法 

令和７年６月２６日から令和７年７月６日までの閉庁日を除く午前９時０

０分から午後５時００分まで、手渡し又は電子メールで配布する。 

なお、説明書交付希望者は１）担当部局へ事前に連絡すること。 

３）参加意思確認書の受領期限、提出先及び提出方法 
   受領期限：令和７年７月７日 午後４時００分（期限内必着） 

   提出場所：１）に同じ。 

   提出方法： 持参又は郵送（書留郵便に限る。）、若しくは電子メールによる。 

電子メール：skr-kon.kouti@mlit.go.jp 

               なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び

        連絡先を参加意思確認書に必ず記載すること。 

 

５．その他 

１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

２）契約書作成の要否 要 

３）関連情報を入手するための照会窓口 上記４．１)に同じ。 
４）当該応募者に対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する

際の提出期限：令和７年７月２９日 １６時００分まで 

５）３．１）［２］に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けてい

ない単体企業も参加意思確認書を提出することができるが、その者が技術提

案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するため

には、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければな

らない。 

６）詳細は説明書による。 


